
めざす学校像 地域と共に生きる信頼される学校 

南古谷小学校５つのじまん あいさつ ことば なかよし 読書 歌声 

次年度へ抱負をもって過ごす年度末に 
～「キャリア・パスポート」の活用～ 

校長  馬 場  雅 史 

令和５年がスタートし一月。本年度も残り３６日(６年生にとっては３５日)となりまし

た。学校では、本年度の教育活動を振り返り、成果と課題を明らかにし、来年度の教育課

程（教育活動の重点・努力点、学校行事等の改善等の計画）をつくっています。保護者の

皆様にも、別に本校の教育活動への評価をいただきました。教育活動をさらに活性化する

ため、よりよい学校を築くためのご意見として活用させていただきます。ご協力ありがと

うございました。 

さて、１０年に一度の寒波が到来し、日本全国の至る所で雪や寒さによる被害、困難が

生じているとの報道が続きました。学校でも外の水道が凍結する日が続きましたが、幸い

にも水道管破裂といった事態にはならずに済みました。今後も、翌日の天候等に注視して

対策を行ってまいります。寒さは続きますが、暦の上では２月３日は節分、２月４日は立

春となります。季節の変わり目は、特に体調を崩しやすいと言われますので、保護者・地

域の皆様におかれましては、くれぐれもお体ご自愛いただきたいと思います。 

先週末の新型コロナウイルス感染症に係る報道の中で、令和５年５月８日に新型コロナ

ウイルスの感染症法上の分類を「２類相当」から「５類」へ引き下げる方針が表明されま

した。国・県・市の方針を踏まえつつ、子供たちの健やかな成長のために適切に対応した

いと思います。 

ところで、去る１月２６日に令和５年度入学の新１年生保護者様と入学説明会を実施い

たしました。目に見える形で新年度に向けての準備が始まっていると改めて感じました。

一方、在校生の各学級では、進級、進学に向け、学習のまとめと来年度に向けた心構えの

確立に取り組んでいます。その過程で「キャリア・パスポート」を有効活用し、子供たち

が、次の学年に抱負をもって進級、進学できるようにしたいと考えております。「キャリ

ア・パスポート」については、学習指導要領及び学習指導要領解説特別活動編を踏まえて

整理すると以下のようにまとめられます。 

「キャリア・パスポート」とは、児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動に

ついて、特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況や

キャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポ

ートフォリオのことである。 

 「キャリア」の意味するところを、仮に、このたよりでは「一人一人の社会的・職業的

自立に向けての必要な基盤」として定義するならば、子供たちが学校、家庭及び地域にお

いて学んでいることや活動していることそのものになると思います。「キャリア」を踏ま

えた教育活動の中で、６年生ならば、今の自分がやるべきことを話し合ったり、互いにア

ドバイスしたりする場を設定し、卒業までの過ごし方を意識させることが考えられます。

１年生から５年生ならば、今年の行事への取り組み方や自分のめあての達成度を振り返る

ことなどが考えられるでしょう。大切なことは「キャリア・パスポート」の活用にあたっ

て、教師が対話的に関わり、子供たち一人一人の目標修正などの改善を支援することと考

えます。併せて、個性を伸ばす指導へと繋げながら、学校、家庭及び地域における学びや

活動を自己のキャリア形成に生かそうとする態度を養うよう努めてまいります。 

川越市立南古谷小学校 

     学校だより 

                             令和５年 

                              １月３１日発行 

                            

なのはな 
かしこく ゆたかに たくましく 



２月行事予定 

※感染状況により行事の変更を行う場合がございます。 

予め、ご了承願います。 

 

 

 

＜学校評価保護者アンケートの結果について＞ 

学校評価保護者アンケートにご協力をいただき、ありが

とうございました。集計結果は以下のようになりました。

評価の高かった内容についてはさらに向上できるように、

また、評価の低かった内容については、全職員で対応策を

考え、児童にとってよりよい学校生活が送れるように取り

組んでまいります。 

 

評価 Ａ：十分 Ｂ：おおむね十分 Ｃ：やや不十分 Ｄ：不十分  
 

単位（％） 上段…令和４年度 下段…令和３年度 

内 容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 学校は、できる・わかる授

業の実現に努め、基礎・基本

の定着に努めている。 

（かしこく） 

35.1 58.1 6.2 0.6 

43.4 51.4 4.9 0.3 

２ 学校は、規律ある態度の育

成、「あいさつ、整理整頓、

時間を守る」を進め豊かな心

の育成に努めている。 

（ゆたかに） 

41.9 51.7 5.2 1.2 

47.2 47.7 4.6 0.5 

３ 学校は、体力の向上や健康

増進を進め、たくましい児童

の育成に努めている。 

（たくましく） 

43.3 49.9 5.8 1.0 

50.8 46.0 2.9 0.3 

４ 学校は、子どもの悩みを受

け止め相談にのり、その解決

に努めている。 

33.0 54.0 10.7 2.3 

40.5 50.4 8.3 0.8 

５ 学校は、安全な生活が送れ

るように、教育活動全体を通

じて指導に努めている。 

（交通安全・登下校指導・不審

者対応等） 

33.0 51.8 11.7 3.5 

42.8 48.1 8.1 1.0 

６ 学校は、心をこめて掃除に

取り組み、清潔で安全な教育

環境の整備に努めている。 

34.6 55.3 8.9 1.2 

41.0 52.1 5.7 1.2 

７ 子どもは、学校が楽しいと

言っている。 

50.5 41.6 6.0 1.9 

54.4 38.6 6.2 0.8 

８ 南古谷小学校の教育に満

足している。 

35.8 55.1 6.8 2.3 

41.1 52.5 5.7 0.7 

  
具体的なコメントも多数ご記入いただきました。すぐに改善できるこ

とについては、スピード感をもって、時間が必要なことについてはじっ

くりと対応していきます。 

今後も本校の教育活動にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

以下、ネットトラブル注意報第８，９，10号を掲載し
ます。 

日 曜日 行事等 

１ 水 お話目標朝会 委員会活動 

２ 木 特別日課  

３ 金 
読書タイム 

中学校新入生体験入学・保護者説明会（６年） 

４ 土  

５ 日  

６ 月 特別日課 

７ 火 児童朝会（クラブ発表） 

８ 水 
体育朝会（１・３・６年）チャレンジタイム（２・４・５年） 

短縮５時間（クラブ・委員会なし） 

９ 木 特別日課 

１０ 金 読書タイム 「あいさつ」の日  

１１ 土 建国記念の日 

１２ 日  

１３ 月 特別日課 

１４ 火 
クラスタイム 「あのね」の日 教育相談日  

博物館見学（３年） くすのき音楽療法 

１５ 水 
体育朝会（２・４・５年）チャレンジタイム（１・３・６年） 

クラブ活動（３年クラブ見学） 

１６ 木 
特別日課 ＳＣ来校日 

児童連絡協議会（計画委員会） 

１７ 金 読書タイム 授業参観・懇談会（５・６年） 

１８ 土 ＰＴＡ資源回収 

１９ 日  

２０ 月 特別日課  

２１ 火 
クラスタイム 授業参観・懇談会（３・４年） 

ＰＴＡトイレ清掃 

２２ 水 音楽朝会 クラブ活動 

２３ 木 天皇誕生日 

２４ 金 読書タイム 授業参観・懇談会（１・２年、くすのき） 

２５ 土  

２６ 日  

２７ 月 特別日課  

２８ 火 なかよしタイム 「あったか言葉」の日 

生活目標 「身の回りのものを整とんしよう」 
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令和4年度ネットトラブル注意報(第8号)

「著作権」について正しく理解しましょう！

「著作権」とは、どんな権利？

埼玉県教育委員会

著作物をどのように使うと著作権の侵害となるのかを理解し、インターネット上
の著作物の取り扱いに注意しましょう。

インターネット上には写真や動画、イラスト、文章など、さまざまな作品があふれています。こう
した作品は簡単にコピーして利用できてしまいますが、「著作権」についてきちんと理解していない
と、罪に問われてしまう可能性もあります。

※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、ポールトゥウィン株式会社が作成したものです。

「著作権」とは、創作者が自分の作品を他の人に勝手に使われないよ
うにするための権利です。創作者の許可なく作品を使うと、著作権の
侵害となり、罪に問われることもあります。

誰かが創作した作品（著作物）には「著作権」が存在します。それ
は商品として売られているものにかぎった話ではありません。SNS上
に投稿されている写真にも、みなさんが描いた絵にも「著作権」はあ
ります。

著作物を自由に使えることも

個人的な利用、つまり自分や家族が楽しむためや、学校の
授業で利用するためなどに、著作物をコピーすることは認め
られています。

著作物を自由に使ってもいいケースと、
そうでないケースをおさえておきましょう

このような使い方は大丈夫です
このような使い方は、著作権の
侵害となる可能性があります

・テレビ番組を録画して、家族と一緒に自宅で
視聴する

・調べ学習の発表資料に、マンガ本や雑誌のコ
ピーを貼る

・体育祭や文化祭などのダンスで、アーティス
トの音楽を使う

・録画したテレビ番組の映像をSNSや動画投稿
サイトなどに投稿する

・SNSのアイコン画像に、アニメのイラストや
芸能人の写真を使う

・体育祭や文化祭などでアーティストの音楽に
合わせてダンスをした動画を、SNSなどに掲
載する

・創作者に無断でインターネット上に掲載された著作
物を、無断で掲載されたものだと知りながらダウン
ロードする行為も違法となります。

・インターネット上には、創作した人に断りを入れず
に無料で使用できるイラストや写真などのフリー素
材があります。しかし、こうしたものの多くは、条
件の範囲内での無料使用が許可されているだけで、
規約に違反した使い方をすると、著作権の侵害とな
る可能性もあります。
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令和4年度ネットトラブル注意報(第9号)

こんな投稿に注意しましょう

飲酒・喫煙に関する投稿

埼玉県教育委員会

インターネット上の投稿はいろいろな人から見られる可能性があることを意識し、
投稿する前に不適切なものではないか必ず確認するようにしましょう。

大きなイベント・行事の際には、SNSなどにもそういった楽しい時間の記録がたくさん投稿されま
す。しかし、中には不適切な投稿をしてしまう人もいます。

※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、ポールトゥウィン株式会社が作成したものです。

一般人の写り込みや、撮影禁止場所での撮影

友だち同士の集まりで、はめを外して飲酒や喫煙をし、その様子を撮影した写真や動画をインター
ネット上に投稿してしまうケースがあります。このような投稿をすると、学校に苦情の連絡が入った
り、過去のSNSへの投稿などから個人情報を探られて、問題の投稿と一緒にインターネット上に拡散
されたりする可能性があります。

××学校の○○部
の生徒か 未成年飲酒！

飲酒や喫煙をしてい
なくても、写真や動画
に写り込んだお酒の容
器やタバコの箱、灰皿
などから、そうした行
為を疑われてしまうこ
とがあります。

イベントに参加したり、外に遊びに出かけたりする機会が増える連休中には、一般人が写り込んだ
投稿や、撮影禁止場所で撮影された投稿もよく見かけるようになります。このような投稿をすると、
写り込みの対象の人物が目にしてトラブルになったり、投稿を見た第三者から非難のコメントが殺到
したりすることもあります。

・周囲に人がいる場所で撮影するときは、他者の写り込みに気をつけること
・イベントに参加したり施設に入ったりする際は、撮影が禁止ではないか事前に
確認すること（撮影すること自体はOKでも、その写真や動画をインターネット
上に投稿するのはNGというイベント等もあります）
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令和4年度ネットトラブル注意報(第10号)

こんなメールは要注意！

危険なメールによる手口

埼玉県教育委員会

ウイルス対策ソフトやフィルタリングサービスの導入に加えて、自身でできる対
処法を実践してください。

スマートフォンなどを使っていると、さまざまなメールが送られてきますが、中には個人情報をだ
ましとることなどを目的とした危険なメールもあります。被害にあわないために、その手口と対処法
をしっかりおさえておきましょう。

※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、ポールトゥウィン株式会社が作成したものです。

被害を防ぐための対処法

危険なメールの手口としてよく見られるのが、実在する企業等になりすまして不安をあおるような
メッセージを送り、偽サイトに誘導して個人情報を入力させるというものです。

危険なメールによる被害を防ぐためには、スマート
フォンなどのインターネット機器にウイルス対策ソフ
トやフィルタリングサービスを導入する必要がありま
す。

差出人：“ ◆◆◆◆ ”<××××@ ◆◆◆◆ .com>

件名：<緊急！ ◆◆◆◆ 重要なお知らせ>

こんちには

アカウントで異常な動作が検出されたため、お客様の資
産への損害を防ぐためにアカウントをロックします。ご
不便をおかけして申し訳ございません。

できるだけ早くアカウントを復元するために、下のリン
クをクリックして公式サイトに入り、画面の指示に従っ
てください。

https://××××/ ◆◆◆◆

「◆◆◆◆」の部分に
は、携帯電話事業者や
宅配業者、ゲーム会社
など、実在する企業等
に似せた名前が使われ
ています。

このURLリンクをク
リックすると、本物そ
っくりの偽サイトが開
かれ、個人情報を入力
するよう求められます。

他にもよく見られる危険なメールの手口としては、流出した個人情報を使って受信者の知り合いに
なりすまし、添付ファイルを開くよう誘導して、開いた機器をウイルス感染させるといったものがあ
げられます。

加えて、自身でも以下のような点に気をつけてください。

◆不審なメール、及びメールに添付されたファイルは開かずに削除する。
◆あやしいメールを受信した場合は、文面の一部をインターネットで検索して、被害報告がないか
確認する。

◆不安をあおるようなメッセージが送られてきても決してあわてず、まずはそのサービス等を利用
したことがあるか冷静に考え、利用した覚えがない場合はメールを削除する。利用した覚えがあ
っても、URLリンクや添付ファイルは絶対に開かず、公式サイトに問い合わせて、本物かどうか
確認する。


